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景観法の概要等 

１．景観法の概要（国土交通省ホームページより） 

（1）景観法の必要性（景観法の施行に至った経緯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）景観法の施行・構成 
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（3）景観法の基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）責務 
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（5）景観行政団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）行為規制と支援の仕組み 
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（7）景観法の対象地域のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（8）景観計画の概要 
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２．景観計画と景観条例の関係 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

景観法に基づき、景観行政団体が良好な
景観の形成を図るために、その区域、良好
な景観の形成に関する基本的な方針、行為
の制限に関する事項などを定める計画。 
建築等の行為を行う場合は、景観計画に

定められた事項に沿って建築等を行わなけ
ればならない。 

景観法に定められる届出対象行為以外の
届出対象行為を追加したり、届出の不要な
行為を定めるなど、景観行政団体が景観法
を運用するうえでの補完事項を定めるも
の。 

景観計画 景観条例 

景観計画 
景観計画の策定 

法第８条の景観計画の策定及び重点地区の設定に

関することを定める。 

変更の手続き 
景観審議会の意見を聴取する。 

行為の制限等 
届出を要する行為 

法第１６条第１項第４号に係る行為を定める。 

届出を要しない行為 
法第１６条第７項第１１号に係る行為を定める。 

特定届出対象行為 
法第１７条の変更命令ができる行為を定める。 

勧告、命令の手続き 
景観審議会の意見を聴取する。 

公表 
勧告に従わない者を公表することについて定める。 

景観重要建造物及び樹木 
景観重要建造物・樹木の指定 

指定又は解除するときは景観審議会の意見を聴取

する。 

標識の設置 
法第２１条第２項及び法第３０条第２項の標識の設置

に関する事項を定める。 

管理方法の基準 
法第 25 条第２項及び法第 34 条第２項の管理方法の

基準を定める。 

雑則 
委任 

条例の施行に必要な事項は、規則に委任することを

定める。 

 
景観計画区域 
 
良好な景観の形成に関する方針 
 
行為の制限に関する事項 
 （条例により適用除外が可能） 

・建築物の建築等 

・工作物の建築等 

・開発行為等 

 （条例で対象を絞ることが可能） 

・土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の

土地の形質の変更  

・木竹の植栽又は伐採  

・さんごの採取  

・屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物

件の堆積  

・水面の埋立て又は干拓  

・夜間において公衆の観覧に供するため、一定の期

間継続して建築物その他の工作物又は物件（屋

外にあるものに限る。）の外観について行う照明

（特定照明」） 

・火入れ 

 
 
景観重要建造物・樹木の指定の方針※１ 
 
屋外広告物の行為の制限に関する事項※２ 
 
景観重要公共施設の整備に関する事項※２ 
 
景観農業振興地域整備計画の策定に関する
基本的な事項※２ 
 
自然公園法の許可の基準※２ 
 
 

野洲市景観審議会 
設置 

良好な景観形成に関する事項を調査、審査する機

関として設置することを定める。 

組織 
審議会の構成、任期を定める。 

運営 
運営に関する事項は規則に委任することを定める。 

総則 
目的 

条例を定める目的を定める。 

定義 
各用語の定義を定める。 

責務 
市、市民、事業者の責務を定める。 

※１：指定する物件がある場合 

※２：選択事項 


